
妙見口能勢線の代替交通に係る運賃案（定期券）の変更について

（11月30日地域公共交通会議資料）

（今回提示案）

※特記事項

・小児（小学生以下）割引：半額、障がい者割引：3割引（併用不可、10円単位切り捨て）

・通勤定期：現行の阪急バスの割引率を参考にして、1ヵ月の運行回数を月30日から月20日で計算

・通学定期：上記通勤定期の算出方法を基本として、1ヵ月定期と割引率の高い学期定期を作成

・今回の変更により、利用者にとって現行のバス定期券より負担軽減となる

（単位：円）

（単位：円）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月

100 4,500 12,800 24,300 3,700 10,600 20,000

200 9,000 25,600 48,600 7,400 21,200 40,100

300 13,500 38,400 72,900 11,100 31,800 60,200

400 18,000 51,200 97,200 14,800 42,400 80,300

500 22,500 64,000 121,500 18,600 53,000 100,400

600 27,000 76,800 145,800 22,300 63,600 120,500

運賃額
通勤 通学

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1ヵ月 1学期
（4/1～7/31）

2学期
（9/1～12/31）

3学期
（1/1～3/31）

学年
（4/1～翌年3/31）

100 3,000 8,500 16,200 2,400 7,200 7,200 5,400 21,600

200 6,000 17,100 32,400 4,900 14,700 14,700 11,000 44,100

300 9,000 25,600 48,600 7,400 22,200 22,200 16,600 66,600

400 12,000 34,200 64,800 9,900 29,700 29,700 22,200 89,100

500 15,000 42,700 81,000 12,400 37,200 37,200 27,900 111,600

600 18,000 51,300 97,200 14,000 42,000 42,000 31,500 126,000

運賃額

通勤 通学

参考資料5

令和５年11月30日に開催した地域公共交通会議で代替交通の運行日数が確定（平日のみ運行）し、運賃案（定期券）について再精査を行った結果、

下記の通り運賃案を変更いたしました。


